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✾ 健康保険の被扶養者とは ✾                   

健康保険では被保険者本人の業務外の疾病、負傷、死亡及び出産について保

険給付を行うほかに、その被扶養者の疾病、負傷、死亡及び出産についても保

険給付を行うことになっています。 

この被扶養者には家族なら無条件に誰でもなれるというわけではありませ

ん。被扶養者となるには、一定の要件を満たしていることが必要です。健康保

険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が異なります。 

健保組合は認定基準に沿って被扶養者に該当するかどうか確認を行います。 

事務講習会 資料３ 
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被扶養者申請確認シート 
「被扶養者」の資格を得るためには健保の「認定」を受ける必要があります。「税法上は被扶養者だから」

「配偶者だから」といって無条件で認定されるわけではありません。 

下記チャートにより、認定対象者が要件を満たしているかどうか確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい 

認定対象者の年収は、被保険者の年収の 2分の 1未満ですか？ 

いいえ 

いいえ 

はい 

 

 

◎ 被扶養者として認定できる可能性があります ◎ 

手続き等の詳細は業務課までお問合せください 

ＴＥＬ ０３－３２９１－４５３０ 

はい 

被保険者と「同居」していますか？ 

被保険者は、認定対象者に毎月継続的に仕送りしており、

1年間でその方の年収以上の仕送りをしていますか？ 
いいえ 

はい 

被保険者と「同居」していますか？ 

被保険者の直系尊属、配偶者（内縁関係を含む）、子、孫、兄弟姉妹のいずれかにあたります

か？（P2.1三親等内親族表 参照） 
 

認定対象者は「三親等内親族表」に定められている親族ですか？ （P2.1 参照） 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

被保険者が主として生計を維持していますか（生計維持関係がありますか？） 

※生計維持関係とは、日常の衣食住に関連した通常の生活費の半分程度以上を被保険者が負担し、その状態を

継続的に維持していることをいいます。 

× 

被 

扶 

養 

者 

と 

し 

て 

認 

定 

で 

き 

ま 

せ 

ん 

× 

認定対象者の年間収入は、60歳未満の方は130万円（月額108,334円）未満、 

60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する方は180万円（月額150,000円）

未満ですか？ 

・収入の算出方法 

・給与収入＝税金等控除前の総収入額（賞与・交通費等を含む） 

・事業収入・不動産収入＝総収入から組合が認めた必要経費を控除した額 

・年金収入＝振込額ではなく総年金額 

・雇用保険の失業等給付金、傷病手当金、出産手当金の基本手当日額3,612円（60歳以上の方は5,000

円）以上を受給中の場合は、被扶養者には認定できません。 

※年間収入の算定について 

・「年間」とは税法上とは異なり、1月から12月までの期間ではありません。被扶養者の認定を受

ける時点での収入を年間収入に換算した額とし、原則として事実の発生日から将来に向かって1年

間の収入を年間収入とします。 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 
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健康保険法に定める被扶養者の範囲であることを確認します 

 

《生計維持関係があることが条件の人》 

(1)配偶者（内縁関係を含む） 

(2)子・孫・兄弟姉妹 

(3)父母・祖父母等の直系尊属 

  

 

《生計維持関係があることと 

同居していることが条件の人》 

(1)上記以外の三親等内の親族 

(2)内縁関係の配偶者の父母・子 

（配偶者の死亡後も、引き続き被保 

険者と同居し、生計を維持されて 

いれば被扶養者になれます） 

 

※「生計維持関係」とは … 

日常の衣食住に関連した通常の生活費の半分程度以上を被保険者が負担し、その状態を継続的に

維持していることをいいます。 

※「同居」とは … 

被保険者と住居及び生計を共同にすることが必要であり、被保険者が世帯主でなければならない

というわけではありません。また同居していても、認定対象者に十分な収入があったり、生計を別

個にしていてそれぞれが独自の生活を営んでいる場合は、被扶養者には認定できません。 

 

 

 

認定対象者の収入が条件を満たしていることを確認します 

➀ 認定対象者の年間収入が限度額未満であること 

  
※「認定対象者の年間収入」とは … 

直近の収入により、扶養申請時点から将来に向けて１年間の収入を推測します。 

税法上の扶養家族の範囲（１月から１２月までの収入）とは異なります。 

また、税金等控除前の総収入額（賞与・交通費等を含む）での計算となります。 

 

 

 

 

年間収入
１ヵ月当りの

収 入
失業給付等を受給中
の方の基本手当日額

６０歳未満 130万円未満 108,334円未満 3,612円未満

６０歳以上 180万円未満 150,000円未満 5,000円未満

障害厚生
年金受給者

180万円未満 150,000円未満 5,000円未満

1 

2 
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➁ 認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の２分の１未満であること 

「被保険者の年間収入」とは … 

（被扶養者届の提出月の標準報酬月額×１２）＋（前１年間の賞与額） 

 

☆ 賞与年２回（６・１２月）支給の場合 

賞与額はこの期間で判断 

         

 

☆ 通常は賞与年２回（６・１２月）支給だが、 

前年は１回（６月）しか支給がなかった場合 

賞与額はこの期間で判断 

          

 

◕ 別居の場合：認定対象者の年間収入は上記①の限度額未満であって、かつ、被保険者からの 

援助による収入額より少なく、被保険者が継続的に仕送りを行い、認定対象者の 

生活費等を主として負担していること。 

仕送り方法は、金融機関を利用した振込みや現金書留等によってその事実が確認 

できること。 

 

❝ 別居であっても仕送りの確認が不要な場合❞ 

(1) 会社都合（単身赴任）による別居 

(2) 大学等に入学したことによる別居 

(3) 老人ホーム等の施設入所による別居 

(4) 長期入院による別居 

(5) 里帰り出産による一時的な別居 

 

なお、前述の計算で、認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の２分の１を超えている場合で

も、被保険者の年金収入等、別途収入も含めて判断することにより、被扶養者として認定される場合

もあります。（別途収入には、退職金、預貯金等の一時的なものは含めません） 

 

 

 

 

 

 

 

 被扶養者届

 提出支給支給支給

6月 11月 12月 6月 10月

賞与賞与賞与

 被扶養者届

 提出

賞与 賞与

支給 支給

6月 11月 6月 10月

◇ 厚生労働省通達「収入がある者についての被扶養者の認定について」 

（昭和52年4月6日保発第9号 ・ 庁保発第9号 ）◇ 

（最終改正：平成5年3月5日） 

認定対象者の年間収入が130万円未満（認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金

保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満）

であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当する

ものとすること。 

被保険者の年間収入は… 

10月の月額×12＋直近6月の賞与額＋

前年 12 月賞与額 となります。 

被保険者の年間収入は… 

10 月の月額×12＋直近 6月の賞与額

となります。 
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✰ 収入の範囲 ✰ 

 

(1) 勤労による収入（パート、アルバイト、内職、家庭教師、講師謝礼 等）         

(2) 各種年金収入（厚生年金、国民年金、各種共済年金、企業年金、障害年金、遺族年金 等） 

(3) 事業収入（自営業、農業、漁業、林業、原稿料、出演料 等）              

(4) 給付金（雇用保険の失業等給付金、傷病手当金、出産手当金の基本手当に付随するもの）  

(5) 不動産収入、利子収入、株式投資等の配当金等の収入                  

(6) その他継続性のある収入                               

 

※給与収入＝税金等控除前の総収入額（賞与・交通費等を含む） 

※事業収入・不動産収入＝総収入から組合が認めた必要経費を控除した額 

     認められない経費：減価償却費、貸倒金、利子割引料、租税公課、接待交際費、 

                       損害保険料、福利厚生費 

   それ以外の経費については事業内容等によって判断されます 

※年金収入＝振込額ではなく総年金額 

※雇用保険の失業等給付金、傷病手当金、出産手当金の基本手当日額３，６１２円（６０歳 

以上の方は５，０００円）以上を受給中の場合は、被扶養者には認定できません 

※退職金や相続等による一時的な所得、預貯金は収入に含めません 

 

 

 

 

認定対象者の主な認定理由及び認定日について 

<主な認定理由>                   <認定日> 

出生・婚姻による場合     ⇒  出生日・婚姻日 

離職による場合        ⇒  離職日の翌日 

給付金の受給終了による場合  ⇒  終了日の翌日 

収入減による場合       ⇒  収入基準を超えないようになった日 

同居による場合        ⇒  同居を始めた日 など 

   

届出は事実発生から５日以内に事業主を経由して行います。（健康保険法施行規則第38条） 

ただし、加入事業所の実情等を考慮し、 

① 被保険者資格取得日から１ヵ月以内に添付書類を含む扶養申請書類一式を当組合で受付受理

した場合は、被保険者資格取得日が認定日となります。 

② 被扶養者資格が生じた日から１ヵ月以内に添付書類を含む扶養申請書類一式を当組合で受付

受理した場合は、被扶養者資格が生じた日が認定日となります。 

 

3 
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◆ １ヵ月を超えた場合は、原則として組合が扶養申請書類一式を受付受理した日が認定日となり

ます。 

ただし、やむを得ない理由で届出が遅れたと組合が認めた場合は、「被扶養者届出遅延理由書」 

等の提出により被扶養者資格が生じた日に遡って認定する場合もあります。 

 

《父親に収入がある場合に母親のみを被扶養者とする場合》 

「収入がない、又は収入が少ない母親の生計維持の主体はまず収入のある父親にある」とする

のが通常の考えです。夫婦は同居し、互いに協力し扶助し合う義務があります。法律にも夫婦は

生活を維持する費用を分担し、日常の家事に関して生じた債務について、連帯してその責任を負

うことが定められています。よって、“父親には年金等ある程度の収入はあるが、母親には収入

がない”とか“父親よりも母親の収入が少ない”ということであれば、父親の収入は父親自身と

母親の生活費にあてられるは当然だと考えられます。このため母親のみを被扶養者にするために

は、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることを確認することが必

要です。（母親に収入がある場合に父親のみを扶養する場合も同様です。） 

 

《他に扶養できる可能性のある方がいるご家族を被扶養者とする場合》 

父母の申請において、被保険者にご兄弟姉妹がいる場合は、そのご兄弟姉妹にもご両親を扶養

できる可能性があると考えられるため、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない

状態にあることを確認することが必要です。同様に次の方等についても確認が必要です。 

子供の申請をされる場合      ⇒     被保険者の配偶者等の状況 

孫の申請をされる場合       ⇒     被保険者の子供等の状況 

義父母の申請をされる場合  ⇒   被保険者の配偶者等の状況 

 

 

 

被扶養者認定確認（検認）について 

被扶養者として認定された後も、その扶養状況が継続しているかどうかを定期的に確認いたし

ます（健康保険法施行規則第50条）。収入状況等を確認できる書類につきましては、いつでも提

示できるように保管をお願いいたします。被扶養者認定確認票と添付書類の提出がない場合は、

被扶養者資格が削除される場合がありますのでご注意ください。 

また、資格削除日以降に受診されますと、医療給付費を全額返還していただくことになります。 

 

 

４ 

被保険者 

 

①被保険者資格取得日 

②被扶養者資格が生じた日 

出生日・婚姻日・離職日の 

翌日・雇用保険の失業等 

給付金受給終了日の翌日 

１ヵ月以内 

事業主 
管工業健保 
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✾✾ 添付書類一覧表 ✾✾ 

☆該当する書類をすべて提出してください。 

☆住民票、戸籍謄本、（非）課税証明書等の証明書類は届出日から９０日以内に発行されたものを提出

してください。 

☆状況に応じて、以下の添付書類とは別に追加の書類を依頼することもありますので、あらかじめご了

承ください。 

 

 

《認定対象者：配偶者（内縁関係を除く）》 

①婚姻による場合 → 婚姻日及び同居日のわかるもの 

↳「婚姻届受理証明書（写）」又は「戸籍謄本全部事項証明（写）」と 

「マイナンバーのみ省略のされた世帯全員の住民票（写）」 

②離職による場合 → 離職日のわかるもの 

↳「退職証明書」、「離職票－１」、「離職票－２」、「源泉徴収票（退職日が記載された

もの）」のいずれかの写し、自営業の場合は「廃業届出書（写）」 

③給付金の受給終了による場合 → 給付金の受給終了がわかるもの 

↳「雇用保険受給資格者証（両面）（写）」＊支給終了の印字のあるもの 

又は「傷病（出産）手当金支給決定通知書（写）」＊満了日のわかるもの 

④収入減による場合 → 収入基準を超えないようになった日がわかるもの 

↳「雇用契約書（写）」等 

⑤同居による場合 → 同居日のわかるもの 

↳「マイナンバーのみ省略のされた世帯全員の住民票（写）」 

収
入
あ
り 

①給与収入がある場合 

↳「（非）課税証明書（写）」と「直近３ヵ月分の給与明細書（写）」又は「給与支払証明

書（写）」 

②事業収入、不動産収入、利子収入、株式投資等の配当金等の収入がある場合 

↳「（非）課税証明書（写）」と「確定申告書（写）」と「青色申告決算書（写）」又は「収

支内訳書（写）」 

③年金収入がある場合（障害年金・遺族年金を含む） 

↳「（非）課税証明書（写）」と「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」、「年金見込

額照会回答票」のいずれかの写し 

収
入
な
し 

「非課税証明書（写）」 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 別居の場合は９ページへ 

収入金額が“０円”と記載されているもの 

０円以外の金額が記載されている場合は、現在も継続して働いている等の可能性

があるため、状況に応じた別の書類（退職証明書等）を提出してください。 



- 7 - 
 

《認定対象者：子供（内縁関係の配偶者の子を除く）》 

①離職による場合 → 離職日のわかるもの 

↳「退職証明書」、「離職票－１」、「離職票－２」、「源泉徴収票（退職日が記載されたもの）」

のいずれかの写し、自営業の場合は「廃業届出書（写）」 

②給付金の受給終了による場合 → 給付金の受給終了がわかるもの 

↳「雇用保険受給資格者証（両面）（写）」＊支給終了の印字のあるもの 

又は「傷病（出産）手当金支給決定通知書（写）」＊満了日のわかるもの 

③収入減による場合 → 収入基準を超えないようになった日がわかるもの 

↳「雇用契約書（写）」等 

④同居による場合 → 同居日のわかるもの 

↳「マイナンバーのみ省略のされた世帯全員の住民票（写）」 

⑤被保険者が配偶者と離婚・死別・別居した場合 → その事柄が記載されているもの 

↳「戸籍謄本全部事項証明（写）」、「離婚届受理証明書（写）」、「死亡届（写）」、「マイナン 

バーのみ省略のされた世帯全員の住民票（写）」等 

出生児 

被保険者が女性の場合 

↳夫の「（非）課税証明書（写）」と「直近３ヵ月分の給与明細書（写）」 

夫が自営業者の場合は「確定申告書（写）」と「青色申告決算書（写）」又は「収支内訳書（写）」 

未就学児

～中学生 

被扶養者届を<追加>で提出する場合 

↳配偶者の「（非）課税証明書（写）」と「直近３ヵ月分の給与明細書（写）」 

配偶者が自営業者の場合は「確定申告書（写）」と「青色申告決算書（写）」又は「収支内訳書（写）」 

高校生以

上の学生 

被扶養者届を<追加>で提出する場合 

↳配偶者の「（非）課税証明書（写）」と「直近３ヵ月分の給与明細書（写）」 

配偶者が自営業者の場合は「確定申告書（写）」と「青色申告決算書（写）」又は「収支内訳書（写）」 

①「学生証（表裏）（写）」又は「在学証明書（写）」 

②定時制・通信制の場合 

↳「（非）課税証明書（写）」と「直近３ヵ月分の給与明細書（写）」又は「給与支払証明書（写）」 

③事業収入、不動産収入、利子収入、株式投資等の配当金等の収入がある場合 

↳「確定申告書（写）」と「青色申告決算書（写）」又は「収支内訳書（写）」 

④障害年金収入がある場合 

↳「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」、「年金見込額照会回答票」のいずれかの写し 

学生以外 

①収入がない場合 →「（非）課税証明書（写）」 

 

 

 

 

②給与収入がある場合 

↳「（非）課税証明書（写）」と「直近３ヵ月分の給与明細書（写）」又は「給与支払証明書（写）」 

③事業収入、不動産収入、利子収入、株式投資等の配当金等の収入がある場合 

↳「（非）課税証明書（写）」と「確定申告書（写）」と「青色申告決算書（写）」又は「収支内訳

書（写）」 

④障害年金収入がある場合 

↳「（非）課税証明書（写）」と「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」、「年金見込額照会回

答票」のいずれかの写し 

⇒ 別居の場合は９ページへ 

収入金額が“０円”と記載されているもの 

０円以外の金額が記載されている場合は、現在も継続して働いている等の可能性があるため、

状況に応じた別の書類（退職証明書等）を提出してください。 
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《認定対象者：父・母》 

（必須）被保険者と認定対象者との続柄が確認できるもの 

↳「戸籍謄本全部事項証明(写)」、「マイナンバーのみ省略のされた世帯全員の住民票(写)」等 

ほかに同居している方の収入確認書類（すでに被扶養者となっている方を除く） 

①認定対象者の配偶者との離婚・死別・別居による場合 → その事柄が記載されているもの 

↳「戸籍謄本全部事項証明（写）」、「離婚届受理証明書（写）」、「死亡届（写）」、「マ 

イナンバーのみ省略のされた世帯全員の住民票（写）」等 

②離職による場合 → 離職日のわかるもの 

↳「退職証明書」、「離職票－１」、「離職票－２」、「源泉徴収票（退職日が記載された

もの）」のいずれかの写し、自営業の場合は「廃業届出書（写）」 

③給付金の受給終了による場合 → 給付金の受給終了がわかるもの 

↳「雇用保険受給資格者証（両面）（写）」＊支給終了の印字のあるもの 

又は「傷病（出産）手当金支給決定通知書（写）」＊満了日のわかるもの 

④収入減による場合 → 収入基準を超えないようになった日がわかるもの 

↳「雇用契約書（写）」等 

⑤同居による場合 → 同居日のわかるもの 

↳「マイナンバーのみ省略のされた世帯全員の住民票（写）」 

収
入
あ
り 

①給与収入がある場合 

↳「（非）課税証明書（写）」と「直近３ヵ月分の給与明細書（写）」又は「給与支払証明

書（写）」 

②事業収入、不動産収入、利子収入、株式投資等の配当金等の収入がある場合 

↳「（非）課税証明書（写）」と「確定申告書（写）」と「青色申告決算書（写）」又は「収

支内訳書（写）」 

③年金収入がある場合（障害年金・遺族年金を含む） 

↳「（非）課税証明書（写）」と「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」、「年金見込

額照会回答票」のいずれかの写し 

収
入
な
し 

「非課税証明書（写）」 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 別居の場合は９ページへ 

収入金額が“０円”と記載されているもの 

０円以外の金額が記載されている場合は、現在も継続して働いている等の可能性

があるため、状況に応じた別の書類（退職証明書等）を提出してください。 
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《認定対象者：その他（内縁関係の配偶者を含む）》 

（必須）被保険者と認定対象者との続柄が確認できるもの 

↳「戸籍謄本全部事項証明(写)」、「マイナンバーのみ省略のされた世帯全員の住民票(写)」等 

ほかに同居している方の収入確認書類（すでに被扶養者となっている方を除く） 

①内縁関係の場合 → 双方の配偶者の有無が確認できるもの 

↳双方の「戸籍謄本全部事項証明（写）」 

②離職による場合 → 離職日のわかるもの 

↳「退職証明書」、「離職票－１」、「離職票－２」、「源泉徴収票（退職日が記載された

もの）」のいずれかの写し、自営業の場合は「廃業届出書（写）」 

③給付金の受給終了による場合 → 給付金の受給終了がわかるもの 

↳「雇用保険受給資格者証（両面）（写）」＊支給終了の印字のあるもの 

又は「傷病（出産）手当金支給決定通知書（写）」＊満了日のわかるもの 

④収入減による場合 → 収入基準を超えないようになった日がわかるもの 

↳「雇用契約書（写）」等 

⑤同居による場合 → 同居日のわかるもの 

↳「マイナンバーのみ省略のされた世帯全員の住民票（写）」 

収
入
あ
り 

①給与収入がある場合 

↳「（非）課税証明書（写）」と「直近３ヵ月分の給与明細書（写）」又は「給与支払証明

書（写）」 

②事業収入、不動産収入、利子収入、株式投資等の配当金等の収入がある場合 

↳「（非）課税証明書（写）」と「確定申告書（写）」と「青色申告決算書（写）」又は「収

支内訳書（写）」 

③年金収入がある場合（障害年金・遺族年金を含む） 

↳「（非）課税証明書（写）」と「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」、「年金見込

額照会回答票」のいずれかの写し 

収
入
な
し 

「非課税証明書（写）」 

 

 

 

 

 

⇒ 別居の場合は下段へ 

 

《認定対象者と別居の場合》※Ｐ6～Ｐ9までの添付書類のほかに次の書類も必要となります。 

別居理由 添付書類 

会社都合による別居 「単身赴任証明書（原本）」又は「辞令（写）」 

学校に在学 
「学生証（表裏）（写）」又は「在学証明書（写）」と「認定対象者の居住地が

確認できる書類（住民票、入寮証明書、賃貸借契約書 等）（写）」 

その他自己都合による別居 

「マイナンバーのみ省略のされた世帯全員の住民票（写）」と「仕送り状況がわ 

かる書類（金融機関の振込書の控え 等）（写）」、ほかに同居している方の収 

入確認書類 

 

収入金額が“０円”と記載されているもの 

０円以外の金額が記載されている場合は、現在も継続して働いている等の可能性

があるため、状況に応じた別の書類（退職証明書等）を提出してください。 


